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【目的】本稿では、措置入院の退院 1 年後の通院継続状況とサービス実施状況の関連を明ら

かにすることを目的とした。 

【方法】2016年 6月 1 日から 2019年 9月 30日までのうち連続した 1年間に研究協力施設

に措置入院となった患者を対象とし、Kaplan-Meier method を用いて検討を行った。 

【結果】退院年後の通院継続やサービス利用状況が把握されている 115名を分析の対象とし

た。生存曲線の作成と単変量解析を行った結果、何らかのサービス利用がある場合には 81

名（79.4％）が通院継続をしており、サービスを利用していない場合の 21名（20.6％）に

比して有意な差が確認された（p=0.00012）。利用しているサービスには、訪問看護 41名

（37.3％）、行政の直接サービスが 38名（33.0％）の順に多かった。 

【結論】措置入院患者の退院後の通院継続がなされていることと、何らかのサービス利用と

の間には関連があることが示唆された。また、少なくとも退院後 1年の間では、とりわけ訪

問系サービスによる支援が必要であると考えられ、継続的な治療意思決定支援が必要である

と思われた。一方で、そもそも何らかのサービス利用を受け入れ可能であったという時点で

選択バイアスが発生していると考えられ、今後はこれらを考慮しながら、多角的に分析を行

う必要がある。 
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A.研究の背景と目的 

  わが国の精神保健医療福祉施策は、地域

住民の複雑・複合化した支援ニーズに対応す

る「精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テム（以下「にも包括」）」の構築を行ってお

り、精神障害者が、地域の一員として安心し

て自分らしい暮らしをすることを目指してい

る 1)。これに向けて、精神障害者の入院期間は

短期化が図られており、平成 28年度精神保健

福祉資料 2)では新規入院患者の 80％が 1年以

内に退院をしていることが示された。その一

方で、退院者の約 40％が 1 年以内に再入院を

しており、地域で安定した生活を送り続ける

地域移行・定着の支援に課題があることが示

唆されている。とりわけ措置入院者は医療保

護入院患者に比して、①精神症状の難治性、

②経済的困窮、③家族等支援者の非協力や不

在などが特徴として挙げられ 3)、入院治療に

引き続く支援の必要性が高いことが推察され

る 4)。 

そのため厚生労働省は、2018年 3月に「地

方公共団体による精神障害者の退院後支援に

関するガイドライン（以下「退院後支援ガイ

ドライン」）」を発出し 5)、地方公共団体を主体

とした措置入院者の退院後支援に関する計画

および支援体制を構築した。地方公共団体が

措置入院者の退院後支援を担う論拠は、措置

入院が行政の決定で行政処分として行われた

ことの事後支援であることに拠る 5)。当該ガ

イドラインにおいては、利用者のニーズに応

じて支援を共同意思決定し、計画策定に関す

る会議を入院中に開催し、多職種協働で協議

を行うことにより、精神障害者が退院後にど

この地域で生活することになっても、社会復

帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の

促進等のために必要な医療等の包括的な支援

を継続的かつ確実に受けられることを目的と

している 5)。さらに、これをもって、安心して

自分らしい暮らしができることが期待できる。 

本研究班では、措置入院となった精神障害

者の前向きコホート研究を行っており、退院

後支援ガイドラインによる支援も含めた、地

域支援の状況も把握している。このため本稿

では、退院１年後の通院継続の状況とサービ

ス実施状況との関連について検討し、報告す

る。 

 

B.方法 

 本稿では、前稿までの報告と同様、2016 年

6 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日までのうち、

連続した 1 年間に 11 の研究協力施設に措置

入院となった患者を分析の対象とした。 

 調査項目は、全体で、措置入院時、措置解除

時、退院時ごとに基礎的な情報を収集してい

る。また、退院１年後，２年後，３年後は、「生

存の有無（死亡の場合は死亡日，および死因）」

「治療継続の有無，および最終受診日」「再入

院の有無（再入院の場合，再入院年月日，およ

び入院形態）」、退院１年後に「措置解除時あ

るいは退院時のケア会議実施状況」「調査時点

前１ヶ月における各種サービスの利用状況」

を調査した。 

退院１年後の通院の状況とサービス利用状

況との関連は、Kaplan-Meier method を用い

て算出した。統計解析には SPSS ver.26を用

いて行い、有意水準は 5％未満とした。 

 

（倫理的配慮） 

 この研究の対象者に対して、研究の意義と

研究計画、プライバシー保護に関して十分な

配慮がなされることなどを記載したポスター

を掲示し、研究対象者とならないとの申し出

があった場合には対象外とすることとして調

査を行った。 

 以上のことを含む研究計画書について、研

究代表者が所属していた長崎県精神医療セン

ター倫理委員会にて審査を受け、2016年 4月

15日に承認を受けた。なお、研究代表者が福

岡県立精神医療センター太宰府病院に転勤し

たことに伴い、太宰府病院倫理審査委員会に

も研究継続を報告し、審査不要とされた。 

 なお、この研究は臨床試験登録をおこなっ
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ており、UMIN 試験 ID:000022500 である。 

C.結果

１ 分析対象者（図 1） 

2022年 1月 9 日時点の『措置コホートデー

タ』には、523名の患者が登録された。このう

ち、措置入院後の移送がなく、通院継続状況

と何らかのサービス利用状況が明確である

115 名を分析の対象とした。 

２ 退院１年後の通院継続の状況とサービス

利用状況との関連（表 1，図 2） 

 1 年後のサービスの実施状況を見ると、サ

ービス全体で 85 名（73.9％）の利用があった。

個別のサービス内容として最も多かったのは

訪問看護が 40 名（34.8％）、行政の直接サー

ビスが 38 名（33.0％）、デイケアと就労系が

15名（13.0％）ずつであった。 

退院 1年後の通院継続について、「通院中断

の有無」をイベント、「退院１年後の最終コン

タクトまでの日数」を観察期間として生存曲

線の作成と単変量解析を行った。その結果、

何らかのサービスがある場合には 81 名

（79.4％）が通院継続をしており、サービスを

利用していない場合の 21 名（20.6％）と比較

し有意な差が確認された（p=0.00012）。 

D.考察

本結果から、措置入院患者の退院後経過に

おいて、安定した地域生活を送れるようにす

るための 1 つとして維持されることが望まし

い通院継続には、何らかのサービスが利用さ

れていることとの関連が示された。利用され

たサービスの提供形態には訪問系サービスが

多く、診療契約によってサービスが提供され

る精神科訪問看護と同程度に、診療契約を必

ずしも必要としない行政による訪問サービス

が提供されていた。これらのことから、少な

くとも措置入院から退院した後の 1 年では、

自ら治療を受ける選択が困難な場合があるこ

とが示唆されていると考えられた。このため、

退院後においても継続的な意思決定支援を行

っていく必要があると思われた。 

また、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律 23 条通報である場合には、通報の契機

となった自傷他害行為は、生活環境や生活出

来事への反応という側面があり、通報はクラ

イシスコールであるとも考えられている 6)。

このため、生活支援が必要であることも想定

されるが、訪問系のサービス以外の支援の利

用状況は 15％程度にとどまっていた。措置入

院後では、自ら受療の選択を行えないだけで

なく、生活を整えることへの関心にも及ばな

い状況であるとも推察され、行政による訪問

系サービスと精神科訪問看護による生活支援

から、強制の枠組みに依らない支援への移行

が円滑になされることが望まれる。 

本研究の限界になるが、何らかのサービス

利用をしている対象に通院継続が高率である

ことは示されたものの、そもそも何らかのサ

ービス利用を受け入れたという時点で選択バ

イアスが発生していると考えられ、留意が必

要である。 

今後の課題として、選択バイアスなどを考

慮しながら、対象特性別かつ縦断的な検証を

行い、支援の行き届きにくい対象への支援体

制を検討する必要があると考えられた。 

E.健康危険情報

なし 

F.研究発表

なし 

G. 知的財産権の出願・登録状況

1.特許取得 なし

2.実用新案登録 なし

3.その他
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表 1 通院継続とサービス利用状況 

 

 

 

図１ 分析対象者の選択プロセス 
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図 2 生存曲線 
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